
入 札 公 告

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。

な お 、 本 入 札 に 係 る 落 札 及 び 契 約 締 結 は 、 当 該

業 務 に 係 る 平 成 ２ ４ 年 度 本 予 算 が 成 立 し 、 予 算 示

達 が な さ れ る こ と を 条 件 と す る も の で す 。

平 成 ２ ４ 年 １ 月 ３ １ 日

分 任 支 出 負 担 行 為 担 当 官

関 東 地 方 整 備 局 川 崎 国 道 事 務 所 長 石 井 武

１ 調 達 内 容

( 1 ) 業 務 件 名

Ｈ ２ ４ 川 崎 国 道 事 務 所 車 両 管 理 業 務

( 2 ) 調 達 案 件 の 仕 様 等

入 札 説 明 書 に よ る

( 3 ) 履 行 期 間

平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 平 成 ２ ５ 年 ３



月 ３ １ 日 ま で

( 4 ) 履 行 場 所

川 崎 国 道 事 務 所 管 内 （ 詳 細 は 入 札 説 明 書

に よ る ）

( 5 ) 入 札 方 法

落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 総 合 評 価 の 方 法

を も っ て 行 う の で 、 総 合 評 価 の た め の 性 能 、

機 能 、 技 術 等 に 関 す る 書 類 を 提 出 す る こ と 。

な お 、 落 札 価 格 は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た

金 額 （ 単 価 の 合 計 ） に 当 該 金 額 の 1 0 0 分 の ５

に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に

１ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金

額 を 切 り 捨 て た 金 額 と す る 。 ） を も っ て 落

札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 消 費 税 及 び 地

方 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事

業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希

望 金 額 の 1 0 5 分 の 1 0 0 に 相 当 す る 金 額 を 入 札

書 に 記 載 す る こ と 。

単 価 の 合 計 と は 、 Ｈ ２ ４ 川 崎 国 道 事 務 所



車 両 管 理 業 務 仕 様 書 別 記 １ の 各 構 成 率 に も

と づ く 種 別 の 単 価 を 合 計 し 算 出 す る 。

原 則 と し て 、 当 該 入 札 の 執 行 に お い て 入

札 執 行 回 数 は ２ 回 を 限 度 と す る 。 な お 、 当

該 入 札 回 数 ま で に 落 札 者 が 決 定 し な い 場 合

は 、 原 則 と し て 予 算 決 算 及 び 会 計 令 第 ９ ９

条 の ２ の 規 定 に 基 づ く 随 意 契 約 に は 、 移 行

し な い 。

２ 競 争 参 加 資 格

( 1 ) 予 算 決 算 及 び 会 計 令 第 7 0 条 及 び 第 7 1 条 の 規

定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。

( 2 ) 平 成 ２ ２ ・ ２ ３ ・ ２ ４ 年 度 国 土 交 通 省 競 争

参 加 資 格 （ 全 省 庁 統 一 資 格 ） 「 役 務 の 提 供

等 」 の Ａ か ら Ｄ 等 級 の い ず れ か に 格 付 け さ れ

た 関 東 ・ 甲 信 越 地 域 の 競 争 参 加 資 格 を 有 す る

も の で あ る こ と 。 有 資 格 者 が 「 会 社 更 生 法

（ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ） に 基 づ く 更 正

手 続 開 始 の 決 定 を 受 け た 者 」 又 は 「 民 事 再 生



法 （ 平 成 １ １ 年 法 律 第 ２ ２ ５ 号 ） に 基 づ く 再

生 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け た 者 」 に 該 当 し た 場

合 は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 提 出 し て い る こ と 。

ア 更 正 手 続 開 始 決 定 書 又 は 再 生 手 続 開 始

決 定 書 （ 写 し で も 可 ）

イ 許 可 決 定 に 伴 い 定 款 、 役 員 等 に 変 更 が

あ っ た 場 合 に は そ れ を 証 明 す る 書 類 （ 写

し で も 可 ）

ウ 上 記 イ に 伴 う 競 争 参 加 資 格 審 査 申 請 書

変 更 届

( 3 ) 会 社 更 生 法 に 基 づ き 更 正 手 続 開 始 の 申 立 て

が な さ れ て い る 者 で な い こ と 又 は 民 事 再 生 法

に 基 づ き 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て が な さ れ て い

る 者 で な い こ と 。 （ ( 2 ） の 書 類 を 提 出 し て い

る 者 を 除 く ）

( 4 ) 証 明 書 等 の 提 出 期 限 の 日 か ら 開 札 の 時 ま で

の 期 間 に 、 関 東 地 方 整 備 局 長 か ら 指 名 停 止 を

受 け て い な い こ と 。

( 5 ) 関 東 地 方 整 備 局 管 内 に 本 店 又 は 支 店 ・ 営 業

所 の あ る こ と 。



( 6 ) 本 業 務 に 事 業 協 同 組 合 と し て 申 請 書 及 び 資

料 を 提 出 し た 場 合 、 そ の 構 成 員 は 、 単 体 と し

て 、 申 請 書 及 び 資 料 を 提 出 す る こ と は で き な

い 。

( 7 ) 下 記 ① ～ ③ の い ず れ か の 資 格 を 有 す る 車 両

管 理 責 任 者 を 配 置 で き る こ と を 証 明 し た も の 。

① 道 路 交 通 法 第 ７ ４ 条 の ３ に 定 め る 安 全 運

転 管 理 者 の 選 任 を 受 け 運 転 管 理 の １ 年 以

上 の 実 務 経 験 を 有 す る 者 。

② ３ 年 以 上 の 運 転 管 理 の 実 務 経 験 を 有 す る

者 。

③ 道 路 運 送 法 又 は 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 法 に

基 づ く 、 １ 年 以 上 の 運 行 管 理 者 の 実 務 経

験 を 有 す る 者 。

( ８ ) 車 両 管 理 責 任 者 代 理 （ 以 下 「 代 理 」 と い

う ） を ２ 名 以 上 定 め る こ と 。

な お 、 代 理 は ( 7 ) ① ～ ③ の い ず れ か の 資 格 を

有 す る こ と を 証 明 し た 者 で あ る こ と 。

ま た 、 ( ９ ) で 定 め る 車 両 管 理 員 を 複 数 者 配



置 す る 予 定 の 業 務 の 場 合 、 車 両 管 理 員 と 兼 務

す る こ と も 可 能 と す る が 、 そ の 場 合 は 、 そ の

中 の １ 名 の み 兼 務 を 認 め る も の と す る 。 た だ

し 、 車 両 管 理 員 に 車 両 管 理 責 任 者 代 理 を 兼 務

さ せ る 場 合 は 、 当 該 車 両 管 理 員 が 車 両 を 運 行

中 に 、 車 両 管 理 責 任 者 代 理 の 業 務 を 行 わ せ る

こ と は 出 来 な い 。

( ９ ) 車 両 管 理 員 は 、 下 記 ① ～ ④ の 資 格 を 満 た す

こ と 。

① 平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 自 動 車 の 運 転

を 業 務 と し て い た a ) 又 は b ) の 実 務 経 験 を

有 す る こ と 。

a ) 人 員 輸 送 の 業 務 経 験 を １ 年 以 上 有 す る 者 。

（ 平 成 ２ ４ 年 ３ 月 ３ １ 日 現 在 で １ 年 を 経

過 す る 者 を 含 む ）

b ) a ) 以 外 の 運 転 業 務 経 験 を ３ 年 以 上 有 す る

者 。

② 普 通 自 動 車 運 転 免 許 （ Ａ Ｔ 限 定 は 除 く ）

を 取 得 し て か ら 、 免 許 を 受 け て い る 期 間

が ３ 年 以 上 の 者 。



③ 年 齢 が ６ ５ 歳 未 満 の 者 。 （ 平 成 ２ ４ 年 ４

月 １ 日 現 在 ）

④ 車 両 の 運 転 等 に 支 障 が な い 健 康 状 態 で あ

る こ と を 証 明 で き る 者 。 な お 、 証 明 と は

医 師 に よ る 健 康 診 断 書 等 に 基 づ く 受 注 者

の 誓 約 書 に よ る 証 明 を い う 。

上 記 ① ～ ④ の 資 格 を 満 た す こ と を 確 認 す る た

め 、 落 札 予 定 者 は 、 運 転 免 許 証 の 複 写 等 を ３ 月

２ ２ 日 ま で に 提 出 し 、 確 認 を 受 け る も の と る 。

ま た 、 同 時 に 運 行 す る 車 両 の 台 数 は 、 ２ 台 と

す る 。

３ 入 札 書 の 提 出 場 所 等

( 1 ) 入 札 書 の 提 出 場 所 、 契 約 条 項 を 示 す 場 所 及

び 問 い 合 わ せ 先

〒 ２ １ ３ - ８ ５ ７ ７

神 奈 川 県 川 崎 市 高 津 区 梶 ヶ 谷 ２ － ３ － ３

関 東 地 方 整 備 局 川 崎 国 道 事 務 所 経 理 課 契 約 係

電 話 0 4 4 - 8 8 8 - 6 4 1 2

( 2 ) 入 札 説 明 書 の 交 付 場 所 及 び 交 付 方 法

① 上 記 ( 1 ) の 問 い 合 わ せ 先 で 交 付 す る 。



② 希 望 者 に は 、 郵 送 （ 着 払 い ） に よ る 交 付 も

行 う の で 、 上 記 （ １ ） の 問 い 合 わ せ 先 に 申 し

出 る こ と 。 こ の 場 合 に お い て 、 送 料 は 希 望 者

の 負 担 と す る 。

( 3 ) 証 明 書 等 の 提 出 期 限

平 成 ２ ４ 年 ２ 月 １ ５ 日 １ ３ 時 ０ ０ 分

( 4 ） 入 札 書 の 提 出 期 限

平 成 ２ ４ 年 ３ 月 ５ 日 １ ６ 時 ０ ０ 分

( 5 ) 開 札 の 日 時 及 び 場 所

平 成 ２ ４ 年 ３ 月 ６ 日 １ ０ 時 ０ ０ 分

関 東 地 方 整 備 局 川 崎 国 道 事 務 所 入 札 室

( 6 ) 契 約 締 結 日 は 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 ２ 日 、 履 行 は

平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら と す る 。 た だ し 、 ４

月 ２ 日 ま で に 平 成 ２ ４ 年 度 予 算 （ 暫 定 予 算 を

含 む 。 ） が 成 立 し な か っ た 場 合 は 、 契 約 締 結

日 は ４ 月 ３ 日 以 降 、 予 算 が 成 立 し た 日 と す る 。

( 7 ) 暫 定 予 算 に な っ た 場 合 、 予 算 措 置 が 全 額 計

上 さ れ て い る と き は 全 額 の 契 約 と す る が 、 予

算 措 置 が 全 額 計 上 さ れ て い な い と き は 全 体 の

契 約 期 間 に 対 す る 暫 定 予 算 の 期 間 分 の み の 契



約 と す る 。

( 8 ) 本 業 務 の 予 定 価 格 の 作 成 に あ た っ て は 、 平

成 ２ ３ 年 度 労 務 単 価 を 用 い た 積 算 価 格 を 適 用

す る 予 定 で あ る 。 た だ し 、 開 札 日 ７ 日 前 時 点

ま で に 平 成 ２ ４ 年 度 労 務 単 価 が 策 定 さ れ 公 表

さ れ た 場 合 は 、 平 成 ２ ４ 年 度 労 務 単 価 を 適 用

す る 。

４ そ の 他

( 1 ) 契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨

日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。

( 2 ) 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金

免 除 。

( 3 ) 入 札 者 に 要 求 さ れ る 事 項

こ の 競 争 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 競 争 参 加

資 格 確 認 の た め の 証 明 書 等 及 び 総 合 評 価 に 関

す る 提 出 書 類 を 上 記 3 ( 3 ) の 提 出 期 限 ま で に 、

上 記 3 ( 1 ) に 示 す 場 所 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。

ま た 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 必 要



な 証 明 書 等 の 内 容 に 関 す る 分 任 支 出 負 担 行 為

担 当 官 等 か ら の 照 会 が あ っ た 場 合 に は 、 説 明

し な け れ ば な ら な い 。

( 4 ) 入 札 の 無 効

競 争 に 参 加 す る 資 格 を 有 し な い 者 の し た 入

札 及 び 入 札 の 条 件 に 違 反 し た 入 札 は 無 効 と す

る 。

( 5 ) 契 約 書 の 作 成 の 要 否

要 。

( 6 ) 落 札 者 の 決 定 方 法

総 合 評 価 落 札 方 式 と す る 。

① 本 公 告 ３ に 従 い 入 札 書 を 提 出 し た 入 札 者 で

あ っ て 、 当 該 入 札 者 の 入 札 価 格 が 予 算 決 算

及 び 会 計 令 第 7 9 条 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ

れ た 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で あ る 者 の う

ち 、 ② の 方 法 に よ っ て 得 ら れ た 数 値 （ 以 下

「 評 価 値 」 と い う 。 ） の 最 も 高 い 者 を 落 札

者 と す る 。

た だ し 、 落 札 者 と な る べ き 者 の 入 札 価 格 に

よ っ て は 、 そ の 者 に よ り 当 該 契 約 の 内 容 に



適 合 し た 履 行 が な さ れ な い お そ れ が あ る と

認 め ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 を 締 結

す る こ と が 公 正 な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と

な る お そ れ が あ っ て 著 し く 不 適 当 で あ る と

認 め ら れ る と き は 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲

内 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 他 の 者 の う ち 評

価 値 の 最 も 高 い 者 を 落 札 者 と す る こ と が あ

る 。

② 本 公 告 ２ の 競 争 参 加 資 格 を 全 て 満 た し た 入

札 者 の 申 込 み に 係 る 各 評 価 項 目 の 評 価 に よ

り 最 大 3 0 0 点 の 評 価 点 を 付 与 す る 。 得 ら れ た

評 価 点 の 合 計 を 当 該 入 札 者 の 入 札 価 格 で 除

し て 得 た 数 値 に 1 0 万 を 乗 じ た 数 値 を 評 価 値

と す る 。

( 7 ) 手 続 き に お け る 交 渉 の 有 無 無 。

( 8 ) 詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。


